
【通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通】 
○指定通所介護事業所等の設備を利⽤した宿泊サービス 
 
問６３ 指定通所介護事業所等の設備を利⽤した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス
（宿泊サービス）を提供する場合には、平成27 年４⽉１⽇から指定権者への届出が必要となるが、既
に宿泊サービスを実施している場合には、平成27 年３⽉末までに届出を⾏わせなければならないのか。 
（答） 
平成 26 年７⽉ 28 ⽇の全国介護保険担当課⻑会議資料②で⽰したとおり、宿泊サービスを実施し

ている場合の届出については、平成 27 年４⽉から９⽉末までに届出を⾏うこととしている。この期間以降
については、その都度届出を⾏うこととなる。 
 
 
問６４ 指定通所介護事業所の設備を利⽤して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供
する事業所については、平成 27 年４⽉１⽇から届出制が導⼊されるが、本届出が⾏われていなかった
場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 
（答） 
届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであるため、届出を⾏わ

ない場合や事故報告を⾏わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 
 
 
問６５ 従来、⼀部の⾃治体で独⾃要綱に基づき宿泊サービスの届出が⾏われていたが、今回の届出制
導⼊に伴い、各⾃治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等基準に基づき事業者に届
出を求めるものと考えて良いか。 
（答） 
指定居宅サービス等基準に基づき、各⾃治体で条例を制定し、この条例に基づき⾏うものと考えている。 

 
 
問６６ 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利⽤し」とあるが、指定通所介
護事業所として届け出ている⾷堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物
等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 
（答） 
指定通所介護事業所の設備を利⽤して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とするが、指定

通所介護事業所の設備を利⽤しないものについては対象としない。また、⾷堂などの⼀部設備を共⽤する
が、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とならない。 
なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」

⼜は「健康管理」の少なくとも⼀つのサービスを供与する場合には、有料⽼⼈ホームに該当し、⽼⼈福祉法
上の届出を⾏うことが必要となることに留意されたい。 


